
証券コード：8894
2025年12月４日

（電子提供措置の開始日2025年11月27日）
株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町４番１号

ニューオータニガーデンコート１２階

株式会社REVOLUTION
代表取締役社長 砂 川 優 太 郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたします。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下

の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、
ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://revolution.co.jp/
上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主・投資家向け情報」を選択の上、「株

主総会関連」をご覧ください。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は当社証券コードを

入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を
ご検討いただきまして、2025年12月18日（木曜日）午後６時までに議決権を行使くだ
さいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2025年12月19日（金曜日）午前10時00分(受付開始:午前９時30分)
2. 場 所 東京都千代田区平河町２丁目６番４号

海運ビル303-304
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3. 目 的 事 項
決 議 事 項 議 案 第三者割当による第10回新株予約権発行の件

4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただきご返送ください。
議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を
されたものとして取り扱わせていただきます。

(2) インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、３頁から４頁の【イン
ターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧の上、行使してください。

(3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インター
ネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、イ
ンターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われた
ものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

●ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。ま
た、代理人による出席の場合は、代理権を証明する書類を議決権行使書用紙とともに会場受付へご提出く
ださい。なお、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様１名限りとさせていただきます。

●お土産・お飲み物のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただき

ます。
●本株主総会に係る決議通知は掲載している当社ウェブサイトに掲載させていただき、郵送による通知はご

ざいませんのでご了承ください。
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【インターネットによる議決権行使のご案内】

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、
お願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて
(１) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用

いただくことによってのみ可能です。
ウェブ行使

議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net
議決権の行使期限は、2025年12月18日(木曜日)午後６時までとなっておりますので、お早めの
行使をお願いいたします。

(２) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金
等）は、株主様のご負担となります。

(３) パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサ
イトがご利用できない場合があります。

２．議決権行使コード・パスワード入力による方法

(１)「議決権行使ウェブサイト」にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議
決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

(２) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。
印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

(３) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の
場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

(４) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
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３．「スマート行使」による方法

(１) 同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQR
コード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不
要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

(２) 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権
行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要がありま
す。
※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

４．パソコンやスマートフォン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
(１) 本サイトでの議決権行使に関するパソコンやスマートフォン等の操作方法がご不明な場合は、

下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
［電話］ 0120（652）031 （受付時間 ９：00～21：00）

(２) その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社までお問い合わせください。
イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部
［電話］ 0120（782）031 （受付時間 ９：00～17：00 土日休日を除く）
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 第三者割当による第10回新株予約権発行の件

資金調達の一環としての、下記の第三者割当による新株予約権（以下「本新株予

約権」といいます。）の発行についてであります。また、本新株予約権の行使によ

り、希薄化率が25％以上となることが見込まれることから、東京証券取引所の定め

る有価証券上場規程第432条に定めに従い、株主の皆様の意思確認を行うものであり

ます。

株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ第10回新株予約権

発行要項

１．新株予約権の名称 株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ第10回新株予約権

２．本新株予約権の払込金額 50,400,000円

３．申込期日 2025年12月22日

４．割当日及び払込期日 2025年12月22日

５．募集及び割当の方法 第三者割当の方法により割り当てる

Ethan Willammarkets11号投資事業有限責任組合

3,360,000個

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は

336,000,000株とする（本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、

「割当株式数」という。）は100株とする。）。但し、本項第(２)号乃至第(４)号に

より、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数
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は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(２) 当社が第10項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する。）の調整を

行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整

の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式におけ

る調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調

整後行使価額とする。

調整後対象株式数 ＝ 調整前対象株式数 ×

調整前行使価額

調整後行使価額

(３) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(２)号及び第

(５)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日

と同日とする。

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前

日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前

割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通

知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合に

は、適用開始日以降速やかにこれを行う。

７．本新株予約権の総数 3,360,000個

８．各本新株予約権の払込金額 本新株予約権１個につき15円

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(１) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の本新株予約権１個当たりの価額は、対象株式数に行使

価額を乗じた金額とし、計算の結果生じた１円未満の端数は四捨五入するものと
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する。

(２) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１

株当たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、金15円とす

る。但し、第10項の規定に従って、調整されるものとする。

10．行使価額の調整

(１) 当社は、本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、

次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は四捨五入

するものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１

株式分割又は株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じ

る日以降これを適用する。

(２) 当社は、本項第(３)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付される場合は、

次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整し、

調整の結果生じる１円未満の端数は四捨五入するものとする。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
普通株式数

＋

交付普通
株式数

×
１株当たりの
払込金額

１株当たりの時価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

(３) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(５)号①に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに

交付する場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交
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付する場合、合併等により交付する場合、会社法第194条の規定に基づく自己株

式の売渡しの場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株

予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。）、

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているとき

は、当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。）の翌日以降、また、株主割当

のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

② 株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、当社

普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準

日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割

当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）

に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当がその効力を生ずる日の翌日

以降、これを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(５)号①に定める時価

を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する

場合（無償割当の場合を含む。）又は本項第(５)号①に定める時価を下回る価額

をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社

債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含むが、当社

の取締役、監査役、顧問及び従業員、当社子会社の取締役、監査役及び従業員

等に対するストックオプションとしての新株予約権発行を除く。）調整後の行使

価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債

その他の証券又は権利の全てがその発行時点の行使価額で請求又は行使されて

当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出する

ものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の発行の場合は割当日、
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無償割当の場合は当該割当がその効力を生ずる日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これ

を適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株

式の対価の価額が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債そ

の他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価

額は、当該対価の価額の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予

約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の価額

の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみな

して行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価の価額が確定した

日の翌日以降、これを適用する。

④ 本号①乃至③の各取引において行使価額の調整事由とされる当社の各行為にお

いて、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各行為の効力の発

生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件と

しているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当

該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準

日の翌日から当該行為の承認があった日までに本新株予約権を行使した（かか

る新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以

下、「承認前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、次の算式に従っ

て交付する当社普通株式の数を決定するものとする。

調整後対象株式数 ＝
（調整前行使価額 － 調整後行使価額）×承認前行使株式数

調整後行使価額

(４) 本項第(１)号及び第(２)号の規定にかかわらず、これらの規定により算出され

た調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる限りは、
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行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とす

る事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額

に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(５) ① 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、

本項第(３)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（当日付

けで終値のない日数を除く。） の株式会社東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、小数第２位まで

算出し、小数第２位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない 場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日にお

ける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式

の数を控除した数とする。

(６) 本項第(１)号及び第(２)号の規定により行使価額の調整を必要とする場合以外

にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会

社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。

(７) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ

書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びそ

の適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知又
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は公告する。ただし、本項第(１)号に示される株式分割の場合その他適用の日の

前日までに前記の通知又は公告を行うことができないときは、適用の日以降速や

かにこれを行う。

11．本新株予約権の行使期間

2025年12月23日から2027年12月22日までとする。

12．その他の本新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一個未満の行使はできない。

13．新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するもの

とする。

14．新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

15．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取り決め

本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する当社普通株式の数に１株に満

たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

16．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準

備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端

数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

17．新株予約権の行使請求の方法
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(１) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書

に、必要事項を記載してこれに記名捺印した上、第11項に定める行使期間中に、

第18項に定める行使請求受付場所に提出しなければならない。

(２) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権の新株予約権者は、前号の行使

請求書を第18項に定める行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使

に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第19項に定める払込取扱場所

の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(３) 本新株予約権の行使の効力は、①行使請求に必要な書類の全部が第18項に定め

る新株予約権の行使請求の受付場所に到着し、かつ②当該本新株予約権の行使に

際して出資の目的とされる金銭の全額が第19項の当社の指定する口座に入金され

た日に発生するものとする。

18．行使請求受付場所

株式会社REVOLUTION 管理本部

東京都千代田区紀尾井町４番１号ニューオータニガーデンコート12階

19．払込取扱場所

近畿産業信用組合 本店営業部

大阪府大阪市中央区淡路町二丁目１番３号

20．新株予約権の取得条項

本新株予約権の割当日以降、当社は、当社取締役会が別途定める日（以下、「取

得日」という。）の14営業日前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行

うことにより、当該取得日において本新株予約権１個につき発行価格と同額で、

当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる

（本欄に基づく本新株予約権の取得を請求する権利を、「本取得請求権」とい
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う。）。なお、本取得請求権により本新株予約権の一部を取得する場合には、抽

選その他合理的な方法により行うものとする。

21．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、

株式交換又は株式移転をする場合の本新株予約権の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、

株式交換又は株式移転（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場

合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権（以下、

「残存新株予約権」という。）を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第

１項第８号のイ乃至ホに掲げる株式会社（以下、総称して「再編対象会社」と

いう。）の新株予約権を、次の条件にて交付できるものとする。この場合におい

ては、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合

併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限るものとする。

(１) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織

再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

(２) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(３) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

(４) 新株予約権を行使することのできる期間

第11項に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、第11項に定める本新株予約権を
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行使することができる期間の満了日までとする。

(５) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金に関する事項

第16項に準じて決定する。

(６) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

第９項第(２)号に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合

理的に決定される価額に、交付する新株予約権１個当たりの目的である再編対

象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(７) その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件

第12項及び第20項に準じて決定する。

(８) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数

がある場合には、これを切り捨てるものとする。

22．その他

(１) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要と

なる場合には、当社は必要な措置を講じる。

(２) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

(３) その他本新株予約権発行に関し必要な細目事項は、当社代表取締役に一任する。
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